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総
合
相
談
窓
口 

■
時
間
／
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分（
平
日
の
み
）

■
場
所
／
市
役
所
１
階

■
問
／
☎
５
７
２
︱
５
８
３
５

■
内
容
／
罹
災
証
明
、
各
種
支
援
制
度
な
ど

罹
災
証
明
書
に
関
す
る
こ
と

■
問
／
総
合
相
談
窓
口　
☎
５
７
２
︱
５
８
３
５

　

市
が
住
宅
の
被
災
状
況
の
現
地
調
査
を
行
い
、
被
害

の
程
度
を
判
定
し
発
行
す
る
証
明
書
で
す
。
各
種
支
援

制
度
な
ど
を
受
け
る
際
に
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
対
象
／
家
屋
・
自
己
所
有
地
の
土
砂
崩
れ
な
ど
の
不

動
産
、
家
財
な
ど
の
動
産

※
動
産
は「
一
部
損
壊
」の
判
定

■
必
要
書
類
／
❶
罹
災
し
た
家
屋
や
家
財
の
写
真

❷
本
人
確
認
書
類（
免
許
証
な
ど
）代
理
申
請
の
場
合
は

申
請
者
と
代
理
人
本
人
の
確
認
書
類

■
手
続
き
の
流
れ

①
罹
災
証
明
交
付
申
請
の
提
出
／（
市
役
所
・
各
支
所

の
窓
口
・
郵
送
・
オ
ン
ラ
イ
ン
で
受
け
付
け
）

②
書
類
審
査

③
現
地
確
認

④
被
害
認
定

⑤
罹
災
証
明
書
の
交
付

　
２
月
19
日
㈮
、
キ
ョ
ウ
ワ
グ
ル
ー
プ
・
テ
ル
サ
ホ
ー

ル
で
、
令
和
２
年
度
優
良
自
主
防
災
組
織
の
表
彰
式
を

行
い
ま
し
た
。

　
今
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

を
最
優
先
に
考
え
、
関
係
団
体
の
み
で
行
い
、
毎
年
同

時
に
開
催
を
し
て
い
る「
市
防
災
講
演
会
」に
つ
い
て
は

中
止
し
ま
し
た
。

福
島
県
沖
地
震　

被
災
者
支
援
制
度
の
ご
案
内

令
和
２
年
度 

自
主
防
災
組
織
表
彰
式

�

■
問
／
危
機
管
理
室　
☎
５
２
５
︱
３
７
９
３

「令和３年２月13日発生　福島県沖地震関連情
報」を随時更新中です。最新情報など詳しくは
市ホームページをご覧ください。

太平寺町会自主防災会

　地元企業と地域防災協定を締結し、
水害時などの避難施設の確保や、地
元遊技場駐車場を一時避難場所とし
ての確保を行い、地域住民や近隣住
民の受け入れ態勢を整備している。

渡利北部・中江扇田・渡利春日
町会自主防災部
　三つの組織が合同で訓練を実施
し、防災の基本である「自助」・「共助」
に加え、近くの人が近くの人を助け
る「近助」のつながりを大切にして活
動を行っている。
　複数組織での受賞は初。

各種支援制度一覧 

生活資金などに関すること
　●災害見舞金
　●被災者生活再建支援制度
　●災害援護資金貸付制度
住まいに関すること
　●被災建築物の応急危険度判定
　●倒壊のおそれのあるブロック塀などの撤去について
　●住宅の応急修理
　●市営住宅への仮入居
税金および減免・免除などに関すること
　●市県民税（所得税）雑損控除
　●個人市・県民税の減免
　●固定資産税・都市計画税の減免
　●国民健康保険税の減免
　●介護保険料の減免
　●後期高齢者医療の減免
　●国民年金保険料の減免
　●介護サービス利用料の減免
　●児童扶養手当の特別措置
　●母子父子寡婦福祉資金
　●特別児童扶養手当等の特別措置
　●障がい者の肢体不自由児通所医療費
　　および療養介護医療費の利用者負担額の減免措置
　●障害福祉サービス、障害児通所支援、補装具費
　　および地域生活支援事業の利用者負担額の減免措置
　●障がい者の自立支援医療費の利用者負担額の
　　減免措置
学校に関すること
　●就学支援制度

※３月12日現在

受　彰　団　体 ※
表
彰
式
の
模
様
は
、
こ
ち
ら
か
ら
動
画
で

　
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

防災と災害情報メールマガジンについて
現在システム更新のため、一時的に登録を停止させていただいております。
登録の再開につきましては、決定次第市ホームページなどでお知らせします。  ●問／危機管理室☎525－3793


